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１

本日の説明会の主な内容

① 本市の「休日の部活動の地域展開」事業の概要、進捗状況

② はまクル認定クラブの申請について

③ 地域クラブ活動支援事業費補助金制度（仮称）の概要

④ 質疑応答
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① 本市の「休日の部活動の地域展開」事業の概要、進捗状況

はまクルガイドライン

２

・令和８年３月30日公表

・ガイドライン本体＋別冊資料①～④で構成

・令和７年10月公表のガイドライン（案）を
もとに、市民の皆様からのご意見やご要望と
国の新たなガイドラインの内容を反映して
策定
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はまクルガイドラインの構成

Ⅲー２ はまクル認定クラブの活動指針 ｐ７～10

３

（１）運営団体・実施主体
（２）指導者
（３）活動内容（競技・種目、休養日、活動時間）
（４）活動場所（活動用具）
（５）費用
（６）保険
（７）管理責任
（８）事故の防止やクラブ員の健康管理
（９）活動場所への移動手段
（10）障がいのある生徒の活動機会
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はまクルガイドラインの主な内容

Ⅲー２（２） 指導者 ｐ７

４

・２名以上の「はまクル指導者人材バンク」への登録が必要

・18歳以上（高校生は除く）の成人、指導者資格は求めない

・９月からの活動開始までに、事前研修として動画視聴を行う
※研修動画は20分×５本で理解度テスト付き、自宅等で受講可能
理解度テストにすべて合格で指導者登録証送付

・指導者情報の公開を希望する者のみ、指導者が必要なクラブとの
マッチング対象とする

・指導者の報酬は各クラブで適切な金額を決定
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Ⅲー２（３） 活動時間 ｐ８

５

・原則は、土日どちらか３時間程度（練習試合等も含む）

・上記を原則としつつも、クラブ員が参加する平日の部活動と休日
の認定クラブの活動の合計を週11時間程度の範囲内とすることが
できれば、土日２日間連続して活動を行うことなど、柔軟な対応
をとることも可能
※活動時間の柔軟な対応は、競技力向上が目的ではなく、将来的な平日の地域展開
を見据え、地域での指導体制が充実した休日に活動の中心をシフトするという観
点からの柔軟な対応であること

※指導を希望する教員の指導日及び中学校施設の優先使用や補助金等の公的支援
は、「土日どちらか３時間程度」を基準とすること

はまクルガイドラインの主な内容
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別冊資料① はまクル認定クラブの認定制度
（はまクル指導者人材バンク登録制度を含む）

６はまクルガイドラインの別冊資料

【主な記載内容】
・５つの認定要件に関わる具体的事項

・認定手続の詳細
（必要書類、申請期間、申請方法、認定取消）

・はまクル指導者人材バンク登録制度の詳細
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別冊資料② はまクル認定クラブ「参加の手引き」

７はまクルガイドラインの別冊資料

【主な記載内容】
・はまクル認定クラブを運営したい方の申請の流れ

・はまクル指導者人材バンクへの登録から決定まで

・はまクル認定クラブの活動に参加したい生徒・
保護者の方の参加までの流れ
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② はまクル認定クラブの申請について

申請のスケジュール

８

「はまクル指導者人材バンク」登録申請
・４月１０日（金） １２：００～ 随時受付

「はまクル認定クラブ」認定申請 ※令和８年度（初年度特別措置）
・第１次申請期間 ４月２４日（金）～５月２２日（金）

認定結果送付 ５月１５日（金）～６月 ５日（金）
・第２次申請期間 ６月 ５日（金）～６月２６日（金）

認定結果送付 ６月２４日（水）～７月１７日（金）
・第３次申請期間 ７月１０日（金）以降、随時受付

認定結果送付 申請受領日から２～３週間程度で送付

5月29日現在
527名申請

第1次申請期間
114クラブ申請
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９（参考資料）はまクル認定クラブ 認定申請フローチャート
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１０

浜松市 地域展開

各種申請は浜松市ホームページから

４/24更新
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１１

まずは「はまクル指導者人材バンク」の登録申請から！

はまクル指導者人材バンク登録申請
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１２

人材バンク登録ナンバー（指導者登録番号）は認定クラブの申請に必要

はまクル指導者人材バンクの登録
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１３指導者登録番号（人材バンクナンバー）の記載
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事前研修の受講 ・事前研修は約２０分の動画を５本視聴
し、理解度テストを受講

・自宅でパソコンやスマホを用いて受講
可能

（途中で止め、後日続きから受講も可能）
・すべて合格で指導者登録証や名札等を
付与

１４
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指導者登録証の授与

・すべて合格で指導者登録証や名札等を付与

１５
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１６

様式はすべてホームページからダウンロード可能

はまクル認定クラブ認定申請
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１７

第1号様式（認定申請書）は、２種類あり

はまクル認定クラブ認定（更新）申請書【第１号様式】 必須
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１８

第1号様式の提出はＷｏｒｄではなく、ｐｄｆ形式で

はまクル認定クラブ認定（更新）申請書【第１号様式】 必須
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１９

・第２号様式（クラブ員名簿は、
申請時にクラブ員がいない場合等
は、空欄でもよい。
→クラブの認定後、活動開始まで
にクラブ員を追記し、クラブ員の
保険加入を証明する書類とともに
「追加申請」で対応する

（ふりがな）

氏名

No（　　123　　） 研修 No（　　167　　） 研修 No（　　　　　　） 研修

浜松　三郎 ○ 静岡　静子

氏名 所属校 居住地 備考

浜　北朗 浜松中学校 ○○町

楠　正成 浜松中学校 ○○町

徳川　家康 浜松中学校 ○○町

加茂　真淵 浜松中学校 ○○町

第２号様式

会計
担当者

（　はままつ　じろう　）

浜松市中央区○○町５６７－８ ○○○ー△△△△ー□□□□

ふりがな 学年

2

2

2

はま　きたろう

（　はまくる　たろう　）

浜来　太郎

住所

浜松市中央区○○町１２３－４

2

（　　べんてん　ゆうひ　　）

弁天　夕日

（　　　　　　　　　） 運営

スタッフ

⑥

浜松　次郎

運営

スタッフ

⑤

8

9

5

2

3

4

くすのき　まさしげ

（　　　　　　　　　）

指導者

②

指導者

③

運営

スタッフ

②

運営

スタッフ

①

指導者

①

役職

代表者

クラブ名 登録するチームの正式名称（実施主体）

連絡先
※昼間連絡が取れる番号

○○○ー△△△△ー□□□□

運営

スタッフ

③

（　　　　　　　　　）

運営

スタッフ

④

No.

1

6

7

令和○年　○月　○日

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

　クラブ員名簿

とくがわ　いえやす

かも　まぶち

・指導者は原則２人以上

（第１号様式で「照会中１名」と記載の場合のみ

１名の記載でよい）

・運営スタッフは記載がなくてもよい

・クラブ員が確定していない場合は記載がなくてもよい。

※クラブ員の加入が確定した段階で、追記し提出を行う。

指導者のNoは、指導者人材バンク登録

時に付与される「人材バンク登録No」

を記載する。代表者や会計担当者との

兼務は可能

クラブ員名簿【第２号様式】

第２号様式の提出はExcel形式で

必須だが、申請方法は要確認
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２０その他の提出書類

クラブ員及び指導者が保険に加入していることが分かる書類

・団体での登録の場合は保険証券が送付されないことも多いため、

団体員名簿や領収書等を加入証明書類とする

・申請時にクラブ員がいない場合や、まだ確定していない場合などは、加入
する保険名のみ入力し、クラブ員が確定次第、追加提出も可能

クラブ規約
・「実施主体が複数のクラブ」の場合、クラブごとに規約が違う場合は、
すべてのクラブの規約をまとめてpdfにするか、ZIPファイルに圧縮して提出

クラブで使用する金融機関の口座番号が分かる書類
・団体で使用する金融機関の通帳やキャッシュカードの写し等

・「実施主体が複数のクラブ」の場合で、クラブごとに使用する口座が違う場合
は、すべてまとめてpdfにするか、ZIPファイルに圧縮して提出

必須

必須

必須だが
申請方法は要確認
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２１

・原則は、クラブ員が所属している学校を
活動場所として選定
（施設の良し悪しで決定しない）
・クラブ員が所属する中学校が複数の場
合は、複数校を選択可能
・活動場所が競合した場合、希望外の活
動場所や時間帯に移動する可能性あり

中学校施設使用希望届【第３号様式】

第２号様式の提出はｐｄｆ形式で

任意
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２２

・浜松市ホームページ「中学校部活動」サイトの中の、「浜松市中学校地域クラブ」に提出書類
を掲載しているので、ダウロードして必要事項を記載

学童災害共済団体登録関係書類【浜松市学童等災害共済条例施行規則第２号様式】 任意
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２３

・「認定クラブ登録ナンバー」→認定クラブの更新、登録内容の変更、補助金申請等
の申請等の際に必要

・「ポータルサイト掲載フォームURL」→はまクルポータルサイトのプロフィール
ページを作成

・「はまクルロゴマークデータ」→クラブが作成する書類や練習着等に活用（推奨）

はまクル認定クラブの登録
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２４

・学校施設利用申請書は、活動場所決定通知とともに送付
（申請書の様式は、ガイドライン別冊資料③に記載）

中学校施設の利用申請
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２５今年９月～12月の中学校施設の利用調整について

①【クラブ団体】認定申請時に「中学校施設使用希望届（第3号様式）」を提出

②【市事務局】事務局で調整し、活動場所の決定通知をクラブへ送付
※活動場所となる中学校及び時間帯（「〇〇中、土曜午前」等）を通知

③【クラブ団体】決定通知受領後、「申請届（別紙１）」を作成し、市事務局に提出
※「申請書（別紙１）」のデータ提出方法は、決定通知時に連絡

※各中学校の施設利用不可日（学校行事、施設改修等）を提示
④【市事務局】届出内容を確認し、中学校へ確認

※届出内容について、必要に応じてクラブ側へ確認し、変更を依頼

⑤【市事務局】「申請許可書（別紙２）」をクラブへ送付
※祝日の使用も含め、利用調整し、決定

⑥【クラブ団体・中学校】８月中に「はまクル認定クラブ施設利用委員会」を開催予定

ガイドライン別冊資料③ｐ４参照
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２６追加書類の提出・はまクルポータルサイト掲載準備

・クラブ員名簿及び保険証明書類の追加提出は、「はままつスマート申請」の
「はまクル認定クラブ・クラブ員名簿提出専用フォーム」で申請
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「はまクルポータルサイト」掲載準備 ２７
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２８クラブ活動開始許可

・認定通知書（第４号様式）の送付をもって、認定クラブとしての活動を許可

・ポータルサイトアカウントは、各クラブのプロフィールページの内容変更等に必要
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２９指導者が必要なクラブとのマッチング

・指導者情報の公開を希望する指導者のみ、システム上でマッチングを行う
（まずは指導者を確保したい認定クラブを対象とするが、今後認定を考えるクラブへの
マッチングも検討していく）
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③ 地域クラブ活動支援事業費補助金制度（仮称）の概要 ３０

〇本市中学生のスポーツや文化・芸術活動を支援する
ことを目的とした補助金を新設

〇「はまクル認定クラブ」の活動費の１/２（上限あり）
を助成する制度

ただし、国及び市からの補助金であるため、公正かつ
適切な会計処理を行い、監査等に耐えうる帳簿の作成
が必要となることに留意
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地域クラブ活動支援事業費補助金制度（仮称）の概要 ３１
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３２

〇 補助金の申請を検討する団体は、下記の点に留意して
会計の準備を進めていくこと

①口座の開設

・個人口座でなく、クラブ専用の口座を準備
（口座名にクラブ名もしくは運営団体名が記載されて
いる口座）
休日のはまクル認定クラブの補助金のため、例えば運営団体が
少年団等の口座を使用する場合、認定クラブ専用の口座に
分ける必要あり

地域クラブ活動支援事業費補助金制度（仮称）の概要
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３３

② 源泉徴収等の処理

・指導者に報酬を支払う場合は、源泉徴収等の税務
処理が必要

【具体的な対応】

(1)活動開始時に税務署へ「開設届」の提出
(2)毎月の報酬から原則として10.21%の源泉徴収を行う
(3)翌月10日までに税務署へ納付
※同一人物への年間支払額が5万円を超える場合、 1月に
税務署へ「支払調書」と「法定調書合計表」を提出するなど

の税務処理が必須

地域クラブ活動支援事業費補助金制度（仮称）の概要



Hamamatsu City Board of Education  

３４

③ 補助金制度に即した会計処理

・補助金を受けるには会計処理において、細かな規定が
設定され、それらの規定に則った処理が求められる

（対象・対象外となる経費の区分け等）
・各クラブの実情に応じた対応ができない規定もあるた
め、それらを理解したうえで、申請の可否を判断

・補助金制度の詳細については、今後開催予定の説明会
にて説明

地域クラブ活動支援事業費補助金制度（仮称）の概要
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部活動地域展開に関する問い合わせ

浜松市教育委員会 学校・地域連携課 部活動地域展開グループ

TEL ０５３－４５７－２４０５

E-mail chiikitenkai@city.ｈamamatsu-szo.ed.jp

３５

はまクルに関する専用相談窓口「はまクル認定サポートライン」

専用フォーム

【24時間対応】
・原則２営業日以内に回答
・至急の場合は、下記番号へ連絡

0120ー980－393（平日9：00～18：00）


